
平 成 27 年
８月14日（金）
第2707号

平成27年８月14日　金曜日（747）

告 示
栃木県告示第403号
　社会福祉士及び介護福祉士法（昭和62年法律第30号）附則第13条の規定により登録研修機関から次のとおり
休止の届出があったので、同法附則第17条の規定により次のとおり公示する。
　　平成27年８月14日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
Ⅰ

登 録 番 号

事 業 者 事 業 所 喀
かく

痰
たん

吸引
等研修の
業 務 を
休止する
期 間

休止する喀痰吸引
等 研 修 の 課 程氏名又は名称

住 所 又 は
主たる事務所
の 所 在 地

名 称 所 在 地

0911003 株式会社日本
教育クリエイ
ト

東京都新宿区
西新宿一丁目
23番７号　新
宿ファースト
ウェスト

株式会社日本
教育クリエイ
ト宇都宮校
（三幸福祉カ
レッジ）

宇都宮市大通
り４丁目２番
10号

平成27年
７月１日
から平成
28年３月
31日まで

第一号研修
第二号研修

Ⅱ

登 録 番 号

事 業 者 事 業 所 喀痰吸引
等研修の
業 務 を
休止する
期 間

休止する喀痰吸引
等 研 修 の 課 程氏名又は名称

住 所 又 は
主たる事務所
の 所 在 地

名 称 所 在 地

0912002 株式会社日本
教育クリエイ
ト

東京都新宿区
西新宿一丁目
23番７号 新
宿ファースト
ウェスト

株式会社日本
教育クリエイ
ト宇都宮校
（三幸福祉カ
レッジ）

宇都宮市大通
り４丁目２番
10号

平成27年
７月１日
から平成
28年３月
31日まで

第三号研修
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（高齢対策課）　障害福祉課　　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第404号
　児童福祉法（昭和22年法律第164号）第19条の９第１項に規定する指定小児慢性特定疾病医療機関の指定を
したので、同法第19条の19の規定により次のとおり公示する。
　　平成27年８月14日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　病院又は診療所

名 称 所 在 地 開 設 者 名 指 定 年 月 日

医療法人紫苑会阿久津
医院

日光市今市1157-１ 医療法人紫苑会阿久津医院 平成27年７月24日

２　薬局

名 称 所 在 地 開 設 者 名 指 定 年 月 日

カワチ薬局鹿沼南店 鹿沼市西茂呂４-４-１ 株式会社カワチ薬品 平成27年７月４日

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第405号
　難病の患者に対する医療等に関する法律（平成26年法律第50号）第14条第１項に規定する指定医療機関の指
定をしたので、同法第24条の規定により次のとおり公示する。
　　平成27年８月14日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　病院又は診療所

名 称 所 在 地 開 設 者 名 指 定 年 月 日

医療法人小松原ペイン
クリニック

足利市南大町451-１ 医療法人小松原ペインクリニッ
ク

平成27年７月１日

医療法人弘真会二宮中
央腎・健診クリニック

真岡市久下田708-１ 医療法人弘真会 平成27年７月１日

医療法人ほんだ整形外
科内科医院

宇都宮市白沢町2017-47 医療法人ほんだ整形外科内科医
院

平成27年７月１日

医療法人松本内科医院 壬生町中央町６-37 医療法人松本内科医院 平成27年７月23日

豊郷台クリニック 宇都宮市豊郷台２-21-３ 長尾　月夫 平成27年７月27日

益子西クリニック 益子町大字塙1163 菊池　哲哉 平成27年７月29日

２　薬局

名 称 所 在 地 開 設 者 名 指 定 年 月 日

町田薬局 真岡市久下田845 町田　公一 平成27年１月１日

あさひ調剤薬局 下野市下古山88-９ 有限会社あさひ医療 平成27年１月１日

銀星薬局喜沢店 小山市大字喜沢652-12 有限会社バリュー銀星 平成27年１月１日

３　指定訪問看護事業者等

名 称 所 在 地 開 設 者 名 指 定 年 月 日
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訪問看護ステーション
ハート

宇都宮市石井町3261-４ 有限会社訪問看護ステーション
ハート

平成27年１月１日

（健康増進課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第406号
　土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第２項の規定により、次の土地改良区の定款の変更を認可した
ので、同条第３項の規定により公告する。
　　平成27年８月14日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

土 地 改 良 区 名 認 可 年 月 日

大 美 間 土 地 改 良 区 平成27年８月４日

（農地整備課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第407号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。
　その関係図面は、栃木県県土整備部道路保全課において、平成27年８月14日から同年９月14日まで一般の縦
覧に供する。
　　平成27年８月14日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
Ⅰ
道路の種類　一般国道
路　線　名　293号
道路の区域

整理番号 変更前
後の別 区 間 敷地の幅員

（メートル）
延 長
（メートル） 備 考

前
鹿沼市楡木町字日の出町290地先から
鹿沼市楡木町字日の出町285-１地先
まで

11.9 ～ 16.8 75.8

後
鹿沼市楡木町字日の出町290地先から
鹿沼市楡木町字日の出町285-１地先
まで

13.5 ～ 17.7 75.8

Ⅱ
道路の種類　一般国道
路　線　名　352号
道路の区域

整理番号 変更前
後の別 区 間 敷地の幅員

（メートル）
延 長
（メートル） 備 考

前
鹿沼市楡木町字日の出町290地先から
鹿沼市楡木町字日の出町285-１地先
まで

11.9 ～ 16.8 75.8

後
鹿沼市楡木町字日の出町290地先から
鹿沼市楡木町字日の出町285-１地先
まで

13.5 ～ 17.7 75.8
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Ⅲ
道路の種類　県道
路　線　名　主要地方道　大田原氏家線
道路の区域

整理番号 変更前
後の別 区 間 敷地の幅員

（メートル）
延 長
（メートル） 備 考

194

前 大田原市親園字高室973番２号から
大田原市佐久山字前坂2470番２号まで 7.7 ～ 17.8 3163.4

後Ａ 大田原市親園字高室973番２号から
大田原市佐久山字前坂2470番２号まで 7.7 ～ 17.8 3163.4

後Ｂ 大田原市親園字高室973番２号から
大田原市佐久山字前坂2470番２号まで 10.1 ～ 85.0 2667.6

Ⅳ
道路の種類　県道
路　線　名　一般県道　折戸西那須野線
道路の区域

整理番号 変更前
後の別 区 間 敷地の幅員

（メートル）
延 長
（メートル） 備 考

259
前 那須塩原市横林字海道東53から

那須塩原市接骨木字川添120-１まで 10.3 ～ 14.4 863.0

後 那須塩原市横林字海道東53から
那須塩原市接骨木字川添120-１まで 10.3 ～ 23.0 863.0

Ⅴ
道路の種類　県道
路　線　名　主要地方道　矢板那珂川線
道路の区域

整理番号 変更前
後の別 区 間 敷地の幅員

（メートル）
延 長
（メートル） 備 考

319
前 大田原市佐久山字前坂2485番１号から

大田原市佐久山字前坂2406番３号まで 18.3 ～ 20.4 137.9

後 大田原市佐久山字前坂2485番１号から
大田原市佐久山字前坂2406番３号まで 18.6 ～ 20.4 137.9

Ⅵ
道路の種類　県道
路　線　名　主要地方道　上横倉下岡本線
道路の区域

整理番号 変更前
後の別 区 間 敷地の幅員

（メートル）
延 長
（メートル） 備 考

322
前 宇都宮市上横倉町603-１から

宇都宮市上横倉町570-４まで 7.4 ～ 9.3 23.8

後 宇都宮市上横倉町603-１から
宇都宮市上横倉町570-４まで 7.4 ～ 7.4 20.2

　───────────────────────────────────────────────
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栃木県告示第408号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を開始する。
　その関係図面は、栃木県県土整備部道路保全課において、平成27年８月14日から同年９月14日まで一般の縦
覧に供する。
　　平成27年８月14日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

整理番号 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の期日

215
主 要 地 方 道
桐 生 田 沼 線

佐野市飛駒町1383-３から
佐野市飛駒町1092-４まで

平成27年８月14日

215
主 要 地 方 道
桐 生 田 沼 線

佐野市飛駒町829-２から
佐野市飛駒町714-４まで

平成27年８月14日

259
一 般 県 道
折戸西那須野線

那須塩原市横林字海道東53から
那須塩原市接骨木字川添120-１まで

平成27年８月14日

298
一 般 県 道
小 口 黒 羽 線

那須郡那珂川町小口字長峰1671-１から
那須郡那珂川町小砂字広瀬3066-１まで

平成27年８月14日

（道路保全課）　
　───────────────────────────────────────────────

公 告
　　　○公共測量の実施
　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、下野市長から公
共測量を実施する旨通知があったので、同法第39条において準用する同法第14条第３項の規定により次のとお
り公示する。
　　平成27年８月14日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　作業種類
公共測量（修正測量地図情報レベル2500）

２　作業地域
下野市内

３　作業期間
平成27年７月３日から平成28年２月29日まで

（監理課）　
　───────────────────────────────────────────────


